
健康保険・給付

　医療保険（健康保険等）では医療費自己負担限度額を設けて、それを超えた分を給付する

「高額療養費」制度があります。同様に介護保険では「高額介護サービス費」制度があります。

　同一世帯で医療と介護の負担が重くなった場合に両方の自己負担の軽減を図る制度が

「高額医療・高額介護合算療養費」制度です。

●合算の対象となる自己負担額
　毎年８月から翌年７月までの１年間に支払った、医療保険および介護保険の自己負担額

を対象とします。

　申請は７月31日現在加入している医療保険の保険者（健康保険組合等）に行います。

●支給額
　世帯における医療・介護の自己負担額の年間合計額が下記の負担限度額を超える場合に、

医療保険・介護保険の制度別に按分計算し、それぞれの保険者から支給されます。

　被保険者または被扶養者が死亡したときには、埋葬に要する費用の一部として、埋葬料

（費）が支給されます。さらに、当健保組合独自の埋葬料付加金が支給されます。ただし、

被保険者が業務上や通勤途上の事故で死亡した場合は、労災保険の適用となり健康保険の

埋葬料（費）は支給されません。

　被保険者の埋葬料は、その被保険者によって生計を維持されていた方であり、しかも埋

葬を行った方に支給されます。ただし、埋葬料を受ける方がいない場合には、実際に埋葬

を行った方に埋葬料の額の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されま

す。被扶養者が死亡した場合には、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。

★提出書類
 「  埋葬料（費）〔付加金〕請求書」

亡くなられたとき（本人・家族）高額医療・高額介護合算療養費制度

埋葬料（費）
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所得区分別の自己負担限度額
被用者保険または国保

＋介護保険
（70歳未満を含む世帯）

被用者保険または国保
＋介護保険

（70 ～ 74歳を含む世帯）

後期高齢者医療制度
＋介護保険

現役並み所得者
（70歳未満の場合は上位所得者）

126万円 67万円 67万円

一般 67万円 62万円（注） 56万円

低所得者
Ⅱ

34万円
31万円 31万円

Ⅰ 19万円 19万円

（注）70 ～ 74歳の負担増凍結と連動して、「一般」所得者の自己負担限度額は56万円に引下げられます。
＊上位所得者とは、健康保険加入者の場合は標準報酬53万円以上の方。
＊低所得者Ⅱとは、住民税非課税世帯。
＊低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等。

被保険者が亡くなられたとき 被扶養者が亡くなられたとき
法
定
給
付

埋葬料 50,000円の定額 家族埋葬料 50,000円

埋葬費 50,000円の範囲内の実費

付
加
給
付

埋葬料付加金 150,000円 家族埋葬料
付加金 80,000円

埋葬費付加金 埋葬に要した費用が埋葬費給付額を超
えた場合、150,000円の範囲内の額

支給額

※埋葬に要した費用とは、霊柩車代、火葬料、葬式の際の供物代、僧侶の謝礼などです。葬式の参列者の接待費用、香
典返しなどは含まれません（領収証、請求書、僧侶の受領書等添付）。


